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丸亀市男女共同参画に関する市民アンケート 

 

日頃から市政に対し、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本市では、男女が互いに人権を尊重し、ともに生き生きと暮らせる「男女共同参画社会」の実

現に向けて、皆さまとともに様々な取り組みを進めています。 

この調査は、次期男女共同参画プランの策定や今後の施策の実施にあたって、市民の皆さま

のお考えをお聞きするため、市内に在住する 18 歳以上の男女 3,000 人を無作為に選ばせてい

ただき、実施するものです。 

大変お手数ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申

し上げます。 

  

令和 7（2025）年 9 月   丸亀市長  松永 恭二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答目安時間：10分程度 

記入していただいた調査票は、同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らず 

10 月 17 日（金）までに郵便ポストへ投函してください。 

＜オンライン回答＞ 

1. 右記ＱＲコードもしくは、下記 URL より、ご回答ください。  

2. オンラインでご回答いただいた場合、本調査票の返信は不要です。 

URL:https://logoform.jp/f/hfhBu 

（インターネット通信に係る費用は回答者のご負担になることをご了承ください。） 

回答目安時間：10分程度 

(回答用フォーム) 

《お問い合わせ先》 丸亀市 総務部人権課 男女共同参画室 
電  話 ：０８７７－２４－８８２３ 
ファクス：０８７７－２４－８８７４ 
メ ー ル ：danjo@city.marugame.lg.jp 

このアンケートは無記名ですので、名前を記入する必要はありません。また、調査結果は統

計的に処理しますので、ご迷惑をおかけすることは決してございません。ありのままをご記入く

ださいますようお願いします。 

1. アンケートには宛名のご本人がお答えください。ご本人による回答が難しい場合はご家

族の方などがご本人から聞き取ってご回答ください。 

2. ボールペンまたは鉛筆などで、はっきりと書いてください。 

3. ○をつける個数はそれぞれの質問の指示に従って記入してください。「その他」に○をつ

けられた場合は、（  ）内にできるだけ具体的な内容を記入してください。 

 

＜ご記入にあたってのお願い＞ 
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あなた自身のことなどについて 

 F１  あなたの性別は。（○は１つ） 

 

  １．女性      ２．男性      ３．その他      4.回答しない 

 

 F２  あなたの年齢は。（記入日の時点で。○は１つ） 

 

  １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代   

５．50 代 ６．60 代 ７．70 代以上  

 

 F３  あなたは、結婚（事実婚等も含みます）していますか。（○は１つ） 

 

１．結婚している   ２．結婚していない   ３．結婚していたが、離別・死別した 

 

 F４  あなたとあなたの配偶者（事実婚等のパートナーも含みます）の現在の職業は、次のう

ちどれですか。配偶者がいない方は、ご自身の欄だけ記入してください。（○はそれぞれ

１つずつ） 

 

ご自身の職業（○は１つ） 配偶者の職業（○は１つ） 

1. 会社・団体などの役員 

2. 正規の社員・職員 

3. 派遣・契約社員 

4. パート・アルバイトなど非正規社員 

5. 自営業・家族従業 

6. 家事専業 

7. 学生 

8. 無職 

9. その他（           ） 

1. 会社・団体などの役員 

2. 正規の社員・職員 

3. 派遣・契約社員 

4. パート・アルバイトなど非正規社員 

5. 自営業・家族従業 

6. 家事専業 

7. 学生 

8. 無職 

9. その他（           ） 

 

 F５  現在、あなたが同居しているご家族の構成は、次のうちのどれですか。（○は１つ） 

 

  １．単身世帯（一人暮らし）  【Ｆ７へ】 

  ２．あなたと配偶者（パートナー） 【Ｆ７へ】 

  ３．親と子（二世代世帯）         ４．親と子と祖父母（三世代世帯） 

  ５．１～４のいずれにもあてはまらない世帯 
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 F６  現在、あなたが同居しているご家族に、次にあてはまる方はいますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

１．小学生未満       ２．小学生      ３．中学生    

４．中学校卒業以上で未成年（18 歳未満）  ５．未成年者（18 歳未満）はいない   

 

 F７  現在、あなたのご家族に、日常的に介護を必要とする方はいますか。 

（○は１つ） 

 

  １．いる         ２．いない 

 

 

男女平等について 

 問１  あなたは、次の分野で、男女は平等になっていると思いますか。（ア）から（ケ）までの

項目についてお答えください。（○は各項目１つずつ） 

 

 

  

 男
性
の
方
が
非
常
に
優
遇

さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
男
性

の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

男
女
平
等
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性

の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
の
方
が
非
常
に
優
遇

さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

（ア）家庭生活で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（イ）職場で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（ウ）学校教育の場で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（エ）政治の場で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（オ）法律や制度の上で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（カ）社会通念・慣習・しきたりなどで １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（キ）自治会などの地域活動の場で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（ク）災害時の避難所・避難場所等で １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（ケ）社会全体で １ ２ ３ ４ ５ ６ 
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職業、職場環境について 

 問 2  一般的に女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか。（○は１つ） 

 

１. 結婚するまでは職業をもつ方がよい 

２. 子どもができるまでは、職業をもつ方がよい 

３. 子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい 

４. 子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業をもつ方がよい 

５. 女性は職業をもたない方がよい 

６. その他（                                ） 

７. わからない 

 

 問 3  【就職している方、就職していた方に伺います】    【そのほかの方は問 8 へ】 

育児休業の取得についてお聞かせください。（○は１つ） 

 

１. 取得したことがある           

２. 取得するつもりである 

３. 希望するが、取得できない（できなかった） 

４. 取得するつもりはない（取得しなかった） 

５. 取得せず出産または育児を理由に退職する（した） 

６. わからない 

 

 

 問４  【問３で「３．４．５」と答えた方に伺います】     【そのほかの方は問 5 へ】 

それはなぜですか。（○は１つ） 

 

1. 勤務先に育児休業制度がない（なかった） 

2. 子どもをもつ予定がない（なかった） 

3. 職場が取得しにくい雰囲気である（あった） 

4. 自分が取得しなくてもよい（よかった） 

5. その他（                               ） 

 

 

 

  



5 

 

 

 問５  【就職している方、就職していた方に伺います】    【そのほかの方は問 8 へ】 

介護休業の取得についてお聞かせください。（○は１つ） 

 

1. 取得したことがある           

2. 取得するつもりである 

3. 希望するが、取得できない（できなかった） 

4. 取得するつもりはない（取得しなかった） 

5. 取得せず介護を理由に退職する（した） 

6. わからない 

 

 

 

 問６  【問５で「３．４．５」と答えた方に伺います】     【そのほかの方は問 7 へ】 

それはなぜですか。（○は１つ） 

 

1. 勤務先に介護休業制度がない（なかった） 

2. 介護を必要とする人がいない（いなかった） 

3. 職場が取得しにくい雰囲気である（あった） 

4. 自分が取得しなくてもよい（よかった） 

5. その他（                               ） 
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 問７  【就職している方、就職していた方に伺います】     【そのほかの方は問８へ】 

あなたの今の職場、あるいは元の職場では、次の（ア）から（コ）までの項目について、

性別によって差がある（あった）と思いますか。（○は各項目１つずつ）  

 男
性
が
優
遇 

さ
れ
て
い
る 

男
女
平
等
で

あ
る 

女
性
が
優
遇 

さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

（ア）募集、採用 １ ２ ３ ４ 

（イ）賃金 １ ２ ３ ４ 

（ウ）業務（内容、責任） １ ２ ３ ４ 

（エ）昇進、昇格 １ ２ ３ ４ 

（オ）管理職への登用 １ ２ ３ ４ 

（カ）能力評価 １ ２ ３ ４ 

（キ）研修（機会、内容） １ ２ ３ ４ 

（ク）働き続けやすさ １ ２ ３ ４ 

（ケ）休暇の取得しやすさ（育児・介護休業など） １ ２ ３ ４ 

（コ）労働環境整備 
（在宅勤務、テレワークなどの勤務形態も含む） 

１ ２ ３ ４ 

 

 問８  【全員に伺います】 男女がともに働きやすい社会の環境をつくるためには、どのようなこと

が必要だと思いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 
 

1. 男女で家事や育児、介護などを分担する 

2. 育児休業や介護休業を誰もが利用しやすくする 

3. 保育サービスや介護サービスなどを充実させ、誰もが利用できるようにする 

4. 労働時間を短縮する 

5. 労働環境整備（在宅勤務、テレワークなど） 

6. 男女の雇用機会を均等にする 

7. 職場における男女の昇進や賃金などの格差をなくす 

8. 結婚や出産等による退職後の再雇用制度を普及する 

9. パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件を向上させる 

10. 職場におけるハラスメント（嫌がらせ）の防止に努める 

11. その他（                               ） 

12. 既に男女がともに働きやすい社会になっている 

13. わからない 
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家庭生活、地域活動と、仕事とのかかわりについて 

 問９  「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、どう思いますか。

（○は１つ） 

 

１．賛成である            ２．どちらかといえば賛成である 

３．どちらかといえば反対である   ４．反対である           ５．わからない 

 

 

 問 10  あなたの家庭では、（ア）から（カ）までの家事などはどなたがされていますか。また、

あなたの理想ではどのようにしたいと思いますか。（○は各項目１つずつ） 

 現実（結婚している方） 理想（すべての方） 

主
に
夫 

夫
婦
が
協
力
し
て 

主
に
妻 

家
族
が
協
力
し
て 

主
に
夫 

夫
婦
が
協
力
し
て 

主
に
妻 

家
族
が
協
力
し
て 

（ア）掃除 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

（イ）洗濯 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

（ウ）食事の支度 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

（エ）食事の後片付け １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

（オ）子どもの世話・教育 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

（カ）家族の介護 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

 

 問 11  地域活動や社会活動について、あなたが参加しているものは何ですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

１．自治会    ２．子ども会やＰＴＡ ３．老人会            

４．福祉の活動 ５．環境保全の活動 ６．教育の活動 

   ７．防災・防犯活動 ８．文化・スポーツ活動 

   ９．その他（                                           ）   

10．特に参加していない 
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 問 12  【問 11 で「10．特に参加していない」と答えた方に伺います】    【そのほかの方は問 13 へ】 

その主な理由は何ですか。（○は１つ） 

 

１．忙しくて時間がない ２．他の家族がしている 

３．活動したいが家族の理解が得られない ４．人間関係がわずらわしい 

５．役員や世話人になりたくない ６．必要性を感じない 

７．参加するきっかけがない      

８．その他（                                ） 

 

 問 13  【全員に伺います】 

防災（災害復興も含みます）活動に関して、男女共同参画を推進していくためにはど

のようなことが必要だと思いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

1. 防災計画などの策定にあたり、男女共同参画の視点が入ること 

2. 防災訓練などへの女性の積極的な参画 

3. 女性の消防職員や消防団員の育成 

4. 自主防災組織における女性の積極的な参画や活動 

5. 女性に配慮した避難所設備の確保 

6. 女性用品（生理用品、下着等）の配布等は女性担当者が行う 

7. 子育て広場、PTA 活動等、女性が多く集まる会合での研修・訓練 

8. その他（                                ） 

9. 特に必要なことはない 

10. わからない 
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生活上の困難に対する支援について 

 問 14  令和 6 年 4 月 1 日から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律※」が施

行されました。あなた自身もしくは、あなたの周りで以下のような困難な問題を経験し

たり、経験している女性を見聞きしたりしたことがありますか。（〇はあてはまるものすべ

て） 

 

1. 配偶者・パートナーや元配偶者・元パートナー、交際相手からの暴力・暴言 

2. 親や兄弟、子からの暴力・暴言 

3. 学校や職場での人間関係のトラブルやハラスメント被害 

4. ストーカー被害 

5. 離婚問題・家庭不和 

6. 性的な被害 

7. ホスト等他者からの示唆または強要による売春 

8. 障がいや疾病 

9. ひとりで育児や介護を行うことによる心身の疲労 

10. 経済的困窮 

11. 家出、住居喪失 

12. その他（                                ） 

13. 困難な問題を経験していないし、見聞きしたこともない 

 

※「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」とは、困難な問題を抱える女性の福祉の増進および自立に向 

けて、保護だけでなく総合的な相談・支援を実施する目的として制定されたものです。 

「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日

常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）と定義さ

れています。 

 

 問 15  男女共同参画の視点に立ち、困難な問題を解決するためにどのような環境や支援が

あるとよいと思いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

１. 学校や地域等での教育や啓発 

２. 生活のための経済的援助 

３. 就労の支援 

４. 相談体制の充実、職場・地域を含めた包括的な支援体制 

５. 弁護士や医師、カウンセラーなど専門の知識をもっている人からのサポート 

６. その他（                                ） 

７. 特に必要なことはない 

８. わからない 
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ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）や性暴力について 

 問 16  あなたは、ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）※1 や性暴力※2 を経験したり、身近で

見聞きしたりしたことがありますか。（○はあてはまるものすべて） 

 

1. ＤＶや性暴力を受けたことがある 

2. ＤＶや性暴力に該当する行為を行ったことがある 

3. 身近にＤＶや性暴力を受けた当事者がいる 

4. 身近な人から相談を受けたことがある 

5. ＤＶや性暴力がテレビや新聞、インターネットなどで問題になっていることを知っている 

6. ＤＶや性暴力について見聞きしたことはない 

7. その他（                               ） 

 ※１ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）とは、配偶者や恋人などの親密な関係にあるパートナーから受ける暴力の

ことです。殴る、蹴るなどの身体的暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力や社会的暴力など、

広く意味します。 

 ※２性暴力とは、同意のない性的な行為のことです。身体的な接触だけではなく、言葉や視覚、情報ツール（スマ

ホなど）を用いた行為も含まれます。たとえ性的な行為があったとしても、相手と対等な関係でなかったり、嫌だ

と言えない状況であったりしたなら、それは本当の同意があったことにはなりません。また、一つの行為に同意をし

たとしても、他の行為に同意したことにはなりません。 

 

 問 17  【問 16 で「１．ＤＶや性暴力を受けたことがある」と答えた方に伺います】 

【そのほかの方は問 19 へ】 

あなたは、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したりしたことがありますか。 

（○はあてはまるものすべて） 

 

1. どこ（誰）にも相談しなかった 

2. 友人・知人に相談した 

3. 家族に相談した 

4. 市・県の相談員や機関に相談した 

5. 警察に連絡・相談した 

6. 医師・カウンセラーに相談した 

7. 人権擁護委員または人権相談窓口に相談した 

8. 民間の機関（弁護士など）に相談した 

9. その他（                                ） 
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 問 1８  【問 17 で「１．どこ（誰）にも相談しなかった」と答えた方に伺います】 

【そのほかの方は問 19 へ】 

相談しなかったのはなぜですか。（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから 

2. 相談しても無駄だと思ったから 

3. 自分にも悪いところがあると思ったから 

4. 相談するほどのことではないと思ったから 

5. 他人を巻き込みたくなかったから 

6. 恥ずかしくて誰にも言えなかったから 

7. 世間体が悪いから 

8. そのことについて思い出したくなかったから 

9. 相談したことが分かると、仕返しをされたり、もっとひどい暴力を受けたりすると思ったから 

10. 相談すると、相談相手の言動で自分が不快な思いをすると思ったから 

11. どこ（誰）に相談したらいいのか分からなかったから 

12. その他（                                ） 

 

 

 問 19  【全員に伺います】 

ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）や性暴力の被害に遭ったときなどに利用できる相談

窓口のうち、あなたが知っているものを教えてください。（○はあてはまるものすべて） 

 

1. 丸亀市こども家庭センター（丸亀市子育て支援課内） 

2. 香川県子ども女性相談センター 

3. 警察 

4. 人権擁護委員、女性の人権ホットライン（法務局） 

5. 弁護士 

6. 民生委員 

7. 内閣府ＤＶ相談ナビ、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(オリーブかがわ) 

8. その他（                               ） 

9. まったく知らない 
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 問 20  【全員に伺います】 

あなたは、ドメスティック･バイオレンス（ＤＶ）や性暴力をなくすために、どのような対策

が必要だと思いますか。（〇は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

1. 若年層に対する性暴力やデートＤＶの被害防止に関する教育や啓発 

2. インターネットや SNS を介した出会いをきっかけとした性被害を防止する教育 

3. テレビや雑誌、ゲーム、インターネットなどの性表現や暴力表現について規制を進める 

4. 不同意性交や不同意わいせつ、痴漢、盗撮などの、性犯罪や性暴力を防止する安全 

対策 

5. 被害者の避難場所（シェルター）の充実 

6. 相談しやすい環境づくりや相談窓口の充実 

7. ＤＶや性被害から退避後の支援の充実（生活支援・離婚調停などの法的支援） 

8. 加害者への更生プログラムや教育の実施 

9. その他（                               ） 
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男女共同参画社会づくりについて 

 問 21  あなたは、「男女共同参画社会」についてどの程度知っていますか。（〇は 1 つ） 

 

１.  よく知っている        ２. 少しは中身を知っている   

３.  言葉だけ聞いたことがある             ４. まったく知らない 

 

 

 

 問 22  男女共同参画社会を実現していくために、今後、丸亀市はどのようなことに力を入れて

いくべきだと思いますか。（○は特に必要だと思うものを３つまで） 

 

1. 市の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する 

2. 民間企業や団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する 

3. 保育サービスや介護サービスを充実させる 

4. 子育てや介護でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する 

5. 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女ともに働き方の見直しを進める 

6. 男性の家事、育児、介護への参画を促進する 

7. ひとり親家庭の就業や生活自立に向けた支援を充実させる 

8. 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する 

9. 防災（災害復興も含みます）活動に関し、男女共同参画の視点を充実させる 

10. 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実させる 

11. 男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする 

12. その他（                               ） 

13. 特にない 

14. わからない 
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 募 集  丸亀市では、多くの市民の皆さまに、より身近なプランとして浸透し、また、自らが策定

に参加した自分たちのプランであると感じていただくために、次期男女共同参画プランの

愛称を募集します。思い浮かぶものがあれば記入してください。 

※なお、ご記入いただいた愛称の著作権については丸亀市に帰属するものとします。 

 

（記入例：〇〇〇〇プラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に男女共同参画社会づくりについてご意見などがありましたら記入してください。 

                                           

                                          

                                          

                                          

                                           

                                          

                                          

                                           

                                          

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。お手数ですが、この調査票を返信用封筒に入

れ、10 月 17 日（金）までに郵便ポストに投函してください。 


